
次期過疎地域持続的発展計画の策定について

1 国の過疎地域に対する支援策について
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２ これまでの過疎地域支援策の活用状況

令和７年６月３日 政策企画部政策企画課

(1) 支援に関する法令の経過

昭和45年 過疎地域対策緊急措置法（10年間）
↓

昭和55年 過疎地域振興特別措置法（10年間）
↓

平成２年 過疎地域活性化特別措置法（10年間）
↓

平成12年 過疎地域自立促進特別措置法（10年間）
↓

平成22年 ６年間期間延長（H28.３月末まで）
↓

平成28年 ５年間期間延長（R３.３月末まで）
↓

令和３年
(現行法)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特
別措置法（10年間、R13.３月末まで）

(2) 現行法のポイント

・長期の人口減少率の基準年の見直し（S35年→S50年）

・財政力が低い市町村に対する長期の人口減少率要件の緩和

（28％→23％）

・平成の大合併による合併市町村の「一部過疎」の要件設定

・旧法の過疎地域を対象に長期の人口減少率の基準年（S35

年）の併用、「みなし過疎」の継続措置

※歴代の過疎支援法令は、10年間の時限立法を繰り返している。

年度 事業名 地区

継続
事業

光ネット整備事業 江刺

土地改良事業 江刺・衣川

通学路危険個所対策工事 江刺・衣川

道路改良修繕工事 江刺・衣川

橋梁長寿命化修繕事業 江刺・衣川
消防施設設備整備事業 江刺・衣川
長者ケ原廃寺跡整備事業 衣川

旧簡易水道事業
(配水管布設替・設備改良・更新等）

江刺・衣川

R4

ロードヒーティング整備事業 江刺

玉里小学校統合受入改修事業 江刺

スクールバス更新事業 江刺・衣川

R5

江刺ひがしこども園建築事業 江刺

江刺ふるさと市場施設整備事業 江刺

歴史公園えさし藤原の郷施設改修事業 江刺

民生委員ICT活用事業 衣川

モバイルクリニック事業 衣川

R6

江刺ひがしこども園建築事業 江刺

小学校空調設備設置工事
（江刺ひがし小・衣里小）

江刺・衣川

中学校空調設備設置工事（衣川中） 江刺・衣川

衣川社会体育館屋根改修・トイレ洋式化 衣川

モバイルクリニック事業 衣川

旧衣川荘経営安定化補助金 衣川
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４ 策定スケジュール

令和７年６月３日 政策企画部政策企画課

(1) 計画策定の趣旨

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和

３年法律第19号）の規定に基づき、人口の著しい減少等

に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境

の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、

総合的かつ計画的な対策を実施することにより地域の持続

的発展を図り、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住

民福祉の向上等に寄与することを目的として次期過疎地域

持続的発展計画（以下「過疎計画」という。）を策定する。

なお、令和７年12月に策定が予定されている「岩手県

過疎地域持続的発展方針」を踏まえて策定するものとする。

(2) 岩手県並びに県内市町村の過疎対策の関係

(3) 計画期間

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

※策定後は、総合計画実施計画の見直しに併せ、必要に応じて後期過疎計画の見直しを行う。

時期 R７.８月 ９月 10月 11月 12月 R８．１月 ２月 ３月

計画
策定
作業

・【県】過疎地
域持続的発展
方針原案提示

・原案作成 ・県事前協議 ・【県】過疎地域持
続的発展方針策定

・地域会議への説明
・計画案を全協説明

・県正式協議 ・議会へ提案
・過疎計画（策
定）議決

・対象事業の洗い出し

総合
計画
見直
し

実施計画（R8～10）の見直し

反映

岩手県過疎地域持続的発展方針

岩手県過疎地域
持続的発展計画
☞県が過疎地域
市町村に協力
して講じよう
とする措置

市町村過疎地域
持続的発展計画
☞過疎地域の持
続的発展を図
るために講じ
る措置の計画

い
わ
て
県
民
計
画

奥
州
市
総
合
計
画
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令和７年６月３日 政策企画部政策企画課

事業立案
総合計画実施

計画への登載
予算査定 予算議決 事業実施

・総合計画や関係す
る個別計画と方向性
があっているか
・効果が見込めるか
⇒事業の優先順位

・プライマリーバランス
は適切か
・不必要な経費はないか
・補助金や有利な起債を
使えるか

必要に応じて計画策定（見直し）

▶国・県等の補助要綱等に定める事業計画

▶地方債関係の諸計画
・新市建設計画(合併特例債)
・過疎計画（過疎債）
・辺地計画（辺地債）など

随時 9月 11月 ２月 新年度４月～

事業担当課が、総合計画の方
向性、住民ニーズや地域課題
等を踏まえて検討

５ 過疎債の活用について

・過疎地域持続的発展計画を策定することで、過疎地域に指定されている地域に必要な事業を
行う場合に、自治体の負担が比較的少ない地方債（過疎債）を活用できるようになるもの。
・過疎債はあくまで市の借金であることから、将来にわたって市が返さなければならない負担
を考えて計画的に活用していく。

・塚本さんは法解釈からの話
・こちらも法解釈のうえ理論武装
・優先順位によってできなくなる事業も
あること理解してもらう必要がある。
・次期過疎法に向けた動き方。質問くる
かも。（長沼ではロビー活動既に始まっ
ている。
・広域要望に挙げていく必要
（ふるさと納税下がってくるかも、合併
特例債や過疎債が継続できるよう）


